
平 成 1 5 年 8 月 6 日 

 (財)建築技術教育普及センター 

 

 

平成 15 年一級建築士試験 

「学科の試験」の試験問題について 

 

 

平成 15 年 7 月 27 日（日）に実施した一級建築士試験「学科の試験」の学科Ⅱ（法規）におい

て、下記のとおり一部に不適切な問題がありました。 

これらの問題の合否判定上の取扱いについては、建築士法に基づく一級建築士試験事務規程に

従って、試験委員会等の所要の手続きを経たうえで、9 月 18 日（木）の合格者の発表の際に公

表いたします。 

受験者の皆様には、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 

一級建築士試験は、建築士法第 13 条及び第 15 条の２の規定に基づいて、国土交通大臣の指定

試験機関である(財)建築技術教育普及センター(理事長 片山 正夫)が実施しています。 

 

記 

 

① 学科Ⅱ(法規)のＮｏ.１３……複数の正答枝がある。 

② 学科Ⅱ(法規)のＮｏ.１５……正答枝がない。 

 
 
 

 

 

 

（問い合わせ先） 

(財)建築技術教育普及センター  

試験部 試験第一課 ｢一級建築士試験｣担当

０３－５５２４－３１０５(代表)

 

 

（参考 ５） 

平成 15 年 8 月 6 日付 

公 表 資 料 



 
 

別  紙 



 


